
 

 

 

 

 

 

 

公    告 

住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の

法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について、静岡市行政手続条例（平

成 15年静岡市条例第８号）第 37条の規定による意見公募手続は、同条例第 37 条第４項

第７号に該当し実施しなかった。これにより公表する同条例第 41条第５項に規定された

内容は、次のとおりである。 

平成 24年９月 24 日 

 

                       静岡市長  田辺 信宏 

 

１ 規則等の題名 

住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一

部を改正する等の法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定 

 

２ 規則等の趣旨 

    住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一

部を改正する等の法律の施行に伴い、外国人登録制度が廃止されること等を受け、関

係規則の該当条項を改正するもの。 

 

３ 意見公募手続を実施しなかった理由 

静岡市行政手続条例第 37条第４項第７号に該当 

理由： 住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日

本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

の一部を改正する等の法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理等を内容とす

る規則であるため。 

 

 

 

 


